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税務情報  

通勤手当の非課税限度額の引上げ 

マイカーなどで通勤している人が受ける通勤手当の 1 ヵ月あたりの非課税限度

額を定める所得税法施行令第 20 条の 2 が改正されました（2014 年 10 月 17 日

付官報第 6396 号）。 

この改正は人事院勧告に基づくもので、最近における通勤手当の支給状況等を

踏まえ、非課税限度額が以下のように引き上げられました。 

片道の通勤距離 
1ヵ月あたりの非課税限度額 

改正前 改正後 

2km未満 （全額課税） 

2km以上10km未満 4,100円 4,200円 

10km以上15km未満 6,500円 7,100円 

15km以上25km未満 11,300円 12,900円 

25km以上35km未満 16,100円 18,700円 

35km以上45km未満 20,900円 24,400円 

45km以上55km未満 
24,500円 

28,000円 

55km以上 31,600円 

改正政令の施行日は 2014 年 10 月 20 日ですが、経過措置により、2014 年 4
月 1 日以後に受けるべき通勤手当について、遡及適用することとされています。 

ただし、4 月 1 日から 10 月 19 日までの間に支給した通勤手当について月々の

源泉徴収を遡って修正する必要はなく、年末調整等で差額を調整することになり

ます。 
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